
相続人の代表者（兼現所有者）届出書

※相続人本人の署名が困難な場合、本人の了解を得ていただければ代筆でも構いません。欄が足りない場合は裏面にご記入下さい。

※提出の際には、亡くなった方の出生から死亡までが分かる戸籍謄本（コピー可）など相続関係の分か

る書類の提出をお願いいたします。<亡くなった方の本籍が板倉町以外の場合>

〔お問い合わせ先〕〒374-0192 邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1 板倉町役場税務課資産税係℡:0276(82)6128

令和 年 月 日

板 倉 町 長 様

①相続人代表者兼現所有者

（申請者）

次のとおり、被相続人に係る固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を地方

税法第９条の２第１項の規定により届出します。また、この代表者を地方税法第３４３条第２項にい

う納税義務者の代表とすることを届出します。なお、相続登記が完了するまでの間、板倉町税条例第

７４条の３の規定に基づき、地方税法第３８４条の３に規定する現所有者とすることをあわせて申出

します。
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亡くなった方の氏名 死亡時の住所 死亡年月日
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氏 名 住 所 被相続人からみた続柄 相続分

フリガナ

／

フリガナ

／

フリガナ

／

フリガナ

／

フリガナ

／

〒

住 所

フリガナ

氏 名 ○印

生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日

電 話

被相続人からみた続柄 相続分 ／

処

理

欄

被相続人個人コード 相続人代表者個人コード

共 有 端末入力 確認 収税係

有 無


